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事 業 概 要

（1）背景・目的

（2）実施体制



●2017年9月、下川町総合計画

審議会に「SDGs未来都市部会」

を新設し、町民委員が中心と

なって「2030年における

下川町のありたい姿」を検討
し、2018年4月に公表しました。

（1）背景・目的
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2030年における下川町のありたい姿

●本事業では、その７つの目標

（Goal）のうち、「Goal 3」
と「Goal 6」を実現していく

ために、再生可能エネルギーの

導入促進に向けたロードマップ

（将来ビジョン）を策定します。

食料や木材、エネルギーなど自

ら消費するものを自ら生み出すこ

とで、地域外に流出しているお金

を地域循環させ、新たな産業や雇

用を生み出し外部依存を減らして

いくこと（地消地産）。

下川町のこれまでの取

組みを基盤にさらに進

化・深化させ、脱炭素社

会の実現（パリ協定）や

世界の持続可能な開発

（SDGs）の実現に

寄与すること。

Goal 1

みんなで挑戦

しつづけるまち

Goal 2

誰ひとり取り残され

ないまち

Goal 3
人も資源もお金

も循環・持続す

るまち
Goal 4

みんなで思い

やれる家族の

ようなまち

Goal 5

引き継がれた

文化や資源を尊重

し、新しい価値を

生みだすまち

Goal 6
世界から目標と
されるまち

（脱炭素社会
・SDGsへ寄与）

Goal 7

子どもたちの

笑顔と未来世代

の幸せを育むまち

誰ひとり取り残されず、
しなやかに強く、
幸せに暮らせる
持続可能なまち



【ロードマップ策定検討委員会】：外部有識者（石井教授）を委員長としてロードマップ（案）を策定（3回実施）

【町民出前意見交換会】：ファシリテーター（㈲イーズ 枝廣淳子代表）による町民の意見集約（２回開催）

【庁内委員会】：副町長を委員長として行政の意見を集約（3回開催）

【調査委託機関】：専門的調査を外部委託（日本データーサービス㈱）

（2）実施体制
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ロードマップ策定検討委員会

事務局：森林商工振興課

庁内委員会
調査委託
機関

町民出前
意見交換会

意見反映

意見反映

意見反映・

調査検討

ロードマップ（素案)の公開

（パブリックコメント）

町民

ロードマップを公表

意見反映

ロードマップ策定検討委員会のメンバー（敬称略）

氏　　　名 所　属　・　役　職 備　　　考

麻　生　　　翼
ＮＰＯ法人森の生活　代表

下川町総合計画審議会　委員

ＳＤＧｓ未来都市部会　部会長

森林サービス提供事業関係者

【　委　員　長　】

石　井　一　英
北海道大学大学院工学研究院　教授 外部専門家

岡　田　博　英
北はるか農業協同組合

下川支所　支所長
農業関係者

加　藤　　　貢 下川エネルギー供給協同組合代表理事 エネルギー供給事業関係者

中　田　豪之助
アテネファーム　経営者

下川町総合計画審議会　委員

下川町農業振興審議会　委員

一般公募枠

農業者

長　田　　　拓

下川町産業活性化支援機構

タウンプロモーション推進部　部長

下川町総合計画審議会　委員

ＳＤＧｓ未来都市部会　委員

産業間連携事業関係者

三津橋　英　実
下川町商工会　会長

（三津橋農産㈱　代表取締役）
商工業・林業関係者

山　川　美　紀
下川中学校　教諭

下川町総合計画審議会　委員

ＳＤＧｓ未来都市部会　副部会長

学校教育関係者

山　崎　春　日
山崎新聞店　経営者

下川町総合計画審議会　委員

ＳＤＧｓ未来都市部会　委員

女性活動者

（下川りくらしネットなど）

氏   名 所 属 ・ 役 職 備   考 

麻 生   翼 
ＮＰＯ法人森の生活 代表 

下川町総合計画審議会 委員 
ＳＤＧｓ未来都市部会 部会長 

森林サービス提供事業関係者 

【委員長】 

石 井 一 英 
北海道大学大学院工学研究院 教授 外部専門家 

岡 田 博 英 
北はるか農業協同組合 
下川支所 支所長 

農業関係者 

加 藤   貢 下川エネルギー供給協同組合代表理事 エネルギー供給事業関係者 

中 田 豪之助 
アテネファーム 経営者 

下川町総合計画審議会 委員 
下川町農業振興審議会 委員 

一般公募枠 

農業者 

長 田   拓 

下川町産業活性化支援機構 
タウンプロモーション推進部 部長 
下川町総合計画審議会 委員 
ＳＤＧｓ未来都市部会 委員 

産業間連携事業関係者 

三津橋 英 実 
下川町商工会 会長 

（三津橋農産㈱ 代表取締役） 
商工業・林業関係者 

山 川 美 紀 
下川中学校 教諭 

下川町総合計画審議会 委員 
ＳＤＧｓ未来都市部会 副部会長 

学校教育関係者 

山 崎 春 日 
山崎新聞店 経営者 

下川町総合計画審議会 委員 
ＳＤＧｓ未来都市部会 委員 

女性活動者 

（下川りくらしネットなど） 

 



下川町における取組状況

（1）再生可能エネルギーの導入状況

（2）再生可能エネルギーマップ



⑧五味温泉

⑥幼児センター
②育苗施設

④役場周辺

⑤町営住宅

⑩一の橋バイオビレッジ

⑫小学校・病院

⑬下川中学校

⑨エコハウス

③高齢者複合施設

⑪下川小学校（太陽光発電）

⑩一の橋集住化住宅

（太陽光発電）

⑬下川中学校（太陽光発電）

⑭松岡牧場

⑨エコハウス（地中熱）

⑮コモレビ

⑯結いの森
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●「森林バイオマス」を中心に再エネ導入を推進してきました。

●公共施設への「森林バイオマス」の導入規模は計4,645kWです。

●近年は、「畜産バイオガス」や、「地中熱ヒートポンプ」の導入も進められています。

（1）再生可能エネルギーの導入状況

3

■森林バイオマス（公共施設） ■太陽光発電 ■地中熱ヒートポンプ ■畜産バイオガス



（2）再生可能エネルギーマップ
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エネルギー需要の将来予測

（1）試算条件

（2）関連指標の予測

（3）エネルギーの需要予測

①「電気」

②「熱」

③「自動車燃料」



●需要予測の参考とする「関連指

標（青字）」は、北海道のエネ

ルギー消費量の将来推計の考え方

を踏まえて整理しました。

（1）試算条件、 関連指標の予測
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※（1）産業部門と、（2）業務部

門①民間は、「現状維持」と、

「これまでの推移からトレンド

を予測」の2ケースを整理

※（3）家庭部門、（4）運輸部門

①乗用は、「人口ビジョン」と

「社人研」での人口予測の2ケー

スを整理。

 



①製造品出荷額（林業含む） ②農業生産額

③民間施設の延床面積 ④公共施設の延床面積

⑤人口、世帯数 ⑥自動車台数

（2）関連指標の予測
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（3）エネルギーの需要予測
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①「電気」
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※2020年、2030年は、北海道

バイオマスエネルギー㈱による

木質ペレット製造の電気需要分

（1,400MWh）を反映。

※木質ペレットの製造は2039年で

終了する見込みですが、以後も

同量の需要が続くと仮定した場合

の電気需要が青色の点線です。

最大値：各指標の高い方を積み上げ

最小値：各指標の低い方を積み上げ

中間値：最大値と最小値の平均

●電気需要は、概ね2万MWhで

推移しています。

●将来の電気需要を試算したもの

が点線になります。



最大値：各指標の高い方を積み上げ

最小値：各指標の低い方を積み上げ

中間値：最大値と最小値の平均
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②「熱」
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※2020年、2030年は、北海道

バイオマスエネルギー㈱による

木質ペレット製造の熱需要分

（40,320GJ）を反映。

※木質ペレットの製造は2039年で

終了する見込みですが、以後も

同量の需要が続くと仮定した場合

の熱需要が青色の点線。

●熱需要は、2015年の時点で

23.5万GJです。

●将来の熱需要を試算したものが

点線になります。
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③「自動車燃料」
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最大値：各指標の高い方を積み上げ

最小値：各指標の低い方を積み上げ

中間値：最大値と最小値の平均

●自動車燃料需要は、2015年の

時点で11.4万GJです。

●将来の自動車燃料需要を試算し

たものが点線になります。



エネルギーの利用可能性の検討

（1）検討対象

（2）エネルギーの利用可能性

①「電気」

②「熱」



（1）検討対象 ● 「策定検討委員会」、「町民出前

意見交換会」、「町」の意見と、

「ポテンシャル情報」を踏まえ、

検討対象のエネルギーを下記のよう

に設定しました。
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①風力発電

②太陽光発電

③中小水力

④森林バイオマス

⑤太陽熱

⑥地中熱ヒートポンプ

⑦雪冷熱

⑧省エネルギー

●その他、2018年9月6日のブラック

アウトの教訓を踏まえ、町民から
も非常時の電力供給対策等の意見

が多く見られたことから、検討対象

としています。

策定検討委員会 ●地中熱ヒートポンプ ・地中熱ヒートポンプについても検討すべき。 

 ●森林バイオマス ・全国のモデルとなる小規模な分散型のものを提案し

たい。 

 ●省エネルギー ・省エネルギーも一つの重要なエネルギー源。 

町民出前意見交換会 ●風力発電 ・強風を活用して風力発電を行う。 

 ●太陽光発電 ・町の指定管理で運営し、みんなで安く利用できない

か。 

・設置費用が高いという印象がある。良いこととわか

っているが一歩踏み出せないでいる。 

 ●中小水力、水力発電 ・川が多いので水力発電や小水力発電ができないか。 

・上下水道の水流を活用して発電できないか。 

 ●森林バイオマス ・林業のまちなので推進はよい。 

・現在の町の取組みは、産業創造など地域還元ができ

ていて良い取組みである。 

・農業ハウスなど産業利用ができないか。 

・高齢者対応で融雪利用ができないか。 

・森林バイオマス発電を町全体に普及してほしい。 

・森林バイオマスの先進地であることで下川町自体が

ブランド化し、農産物や観光などへ波及する。 

・本当に持続可能なのかを考える必要がある。 

・どこまでを内部と考えて需要・供給していくか。 

 （北海道バイオマスエネ

ルギーの排熱活用） 

・排熱の有効活用・使い方を考えることが重要 

・排熱をプールに活用できないか。 

 ●雪冷熱 ・農業用ハウスが熱を持ちすぎてしまうことを防ぐた

め、雪冷熱を活用できないか。 

 ※畜産バイオガス ・バイオガス発電の電力を地域で活用できないか。 

 ※多様なエネルギー ・森林資源は限られた資源であるから、エネルギーミ

ックスでリスク分散を検討しては。 

・エネルギーや燃料を 1 つに固執するのは良くない。 

 ※生ゴミ発電 ・生ゴミ発電で一般家庭に電力を還元できないか。 

 ※台風で電気 ・台風で電気を起こす発電があると聞いた。 

町の意向 ●太陽熱 ・夏の給湯エネルギーの補完として活用できないか。 

 ●森林バイオマス ・ボイラーの更新時期を踏まえた面的拡大 

 ●その他 ・温暖化が進行しており、高齢者福祉施設や病院には

冷房が必要（人の命に直結するため） 

ポテンシャル情報 ●風力発電 ・ポテンシャルが比較的高い 

 ●太陽光発電 ・ポテンシャルが比較的高い 

 ●森林バイオマス ・ポテンシャルが比較的高い 

 



（2）エネルギーの利用可能性

①「電気」

●経済性の視点で導入に向いている

エネルギー。
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●補助金が活用できるなど、経済性

の面で改善が期待できれば導入を

検討する価値があるエネルギー。

 

◎ 森林バイオマス（CHP）

○ 太陽光発電

○ 風力発電

△ 中小水力発電

△ 小型風力発電



②「熱」
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●経済性の視点で導入に向いている

エネルギー。

●補助金が活用できるなど、経済性

の面で改善が期待できれば導入を

検討する価値があるエネルギー。

 

◎ 森林バイオマス（CHP）

○ 森林バイオマス（木質ボイ

ラー）

△ 地中熱ヒートポンプ

△ 太陽熱

△ 雪冷熱



地消地産の定義

（1）「地消地産」と「みなし」



（1）「地消地産」と「みなし」

地域の生産活動の中から付加価値を付けて変換された

電気や熱のエネルギーを地域で消費することを
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地域外で消費することは本当の意味での自給率とは

違いますが、地域外へ貢献しているという意味で

【ケース例】

・太陽光発電

・畜産バイオガス

・太陽熱

・地中熱ヒートポンプ

【ケース例】

・太陽光発電

・風力発電

・水力発電

・畜産バイオガス

「地消地産」

「み な し」

と定義。

と表現。
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【ケース例】

・太陽光発電

・風力発電

・水力発電

・畜産バイオガス

【ケース例】

・森林バイオマス（電気）

【ケース例】

・森林バイオマス（熱）



基 本 方 針

（1）基本的な考え方

（2）目指す姿と導入方針

①「電気」

②「熱」

③「自動車燃料」

（3）ロードマップ



（1）基本的な考え方

エネルギーの地消地産や脱炭素社会構築に向け、「省エネルギー対策」がまず重要で、その上で、「導入

方針」で示している再エネ導入を展開していきます。

「導入方針」及び「ロードマップ」に記載されている再エネ導入は、下川町の地域特性及びこれまでの取組状況を踏

まえた、現時点での方向性を示すものです。

「導入方針」及び「ロードマップ」の内容は、下川町総合計画、SDGs未来都市計画、都市計画マスタープラン等の

上位、関連計画と整合を図りながら、具体化していきます。

具体的な実施に関しては、現在及び将来の町民の負担が過大にならぬよう、コスト試算など慎重な

検討を行いながら進めます。

さらに、先人から引き継ぐ森林バイオマス等の町内資源の持続的な利用が損なわれることがないよ

う万全の配慮をしていきます。

2018年9月6日のブラックアウトの教訓を踏まえ、エネルギーについて安全で安心な町民の生活を確保するため、

民間事業者と行政が災害時における連携・協定を組みながら非常時対策を進めていきます。

社会状況の変化、技術革新等を常に情報収集し、「導入方針」及び「ロードマップ」の内容の進捗を評価する

と共に、必要に応じてロードマップを見直していきます。
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①「電気」

現 状

STEP1

2020年頃

（2）「目指す姿」と「導入方針」

①「民間事業者主体の取組み」により、「地消地産」

と「みなし」で自給率100％以上にする。

企業誘致・支援してきた民間事業者の取組みに

より実現する。

目指す姿 導入方針

16



STEP2

2030年頃

①「省エネ対策」を進め、電気需要の低減を図る。 照明のLED化や高効率空調更新等の導入促進。

目指す姿 導入方針

17

②「地消地産の拡大」を業務部門（公共）と家庭部門

で進め、「地消地産」の割合を高める。

③「非常時対策」は次ページで詳述

事業性評価で下川町に向いていると評価された

「森林バイオマス（CHP）」や「太陽光発電」

を中心に取組みを推進。



①まずは、現状を把握する。

②非常時に最低限必要な電力量に対して、

「自家発電等による対策」を講じる。

③あわせて、「地域の発電事業者へ最低限

の非常時電力供給の協力要請」を行う。

①現状調査等を行い洗い出し

②速やかに自家発電を用意するなど、対策を講じる。

③町民意見を踏まえた策定検討委員会の総意として、地域の

発電事業者へ、最低限の電力供給の協力を強く要請。

目
指
す
姿

導
入
方
針

④「最低限の非常時電力の再エネ化」を

図ることで、地消地産を拡大。

⑤町民が非常時でも安心して暮らせるまち

を目指す。

④太陽光発電+電気自動車（EV）など自立型の再生可能エネル

ギーへ切り替え。

⑤町民意見を踏まえた策定検討委員会の総意として、地域の

発電事業者へ、非常時の地域への電力供給の協力を強く要請。

目
指
す
姿

導
入
方
針

18



STEP3

2040年頃

①「さらなる省エネ対策」を進め、町全体の電気需要

の低減を図る。
最新の省エネ設備を導入促進。

目指す姿 導入方針
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技術改善、補助金等を総合的に判断し、経済的に

見合わなかった再エネの取組みを推進。

技術が進歩する等、売電していた電気を自家消費

できるようになると想定。

③「さらなる地消地産の拡大」を進め、可能な限り

地消地産でまかなう。

②「みなし」→「地消地産」への転換を進め、地消

地産の割合を拡大する。



②「熱」

現 状

STEP1

2020年頃

①「新規導入」を産業及び公共施設で着実に展開し、

「地消地産」を拡大。

下川町に向いていると評価された「森林バイオ

マス（木質ボイラー）」に加え、支援してきた

民間事業者の取組み（畜産バイオガス）を中心

に推進。

目指す姿 導入方針

20



①「省エネ対策」を進め、熱需要の低減を図る。 断熱改修等の建物性能向上支援等により推進。

町で検討中の「市街地公共施設の地域熱供給

システム面的拡大」により推進。

通年で安定供給可能な、北海道バイオマス

エネルギーの排熱を有効利用。

向いていると評価された「森林バイオマス

（CHP）､（木質ボイラー）」を中心に導入。

町内ペレット製造工場で安価にペレットを購入

できることを想定し、導入促進。

町内ペレット製造工場の余力を生かして、町内

事業者が主になり町外へ販売。

STEP2

2030年頃

目指す姿 導入方針

21
⑥「ペレットの町外販売」で、「みなし」割合も拡大。

②「面的拡大」を展開し、「地消地産」割合を拡大。

③「排熱を活用」し「地消地産」割合を拡大。

④「小規模分散型」等で「地消地産」割合を拡大。

⑤家庭での「ペレットストーブ等」の普及を促進し、

「地消地産」割合を拡大。



STEP3

2040年頃

①「さらなる省エネ対策」を進め、熱需要の低減を

図る。
最新の省エネ設備を導入促進。

目指す姿 導入方針

22

③熱電併給事業及びペレット製造事業等の「技術・

事業を継承」していく。

②「さらなる取組みの拡大、新技術などの取り込み」

により、可能な限り「地消地産」でまかなう。

北海道バイオマスエネルギーの熱電併給・ペレット

製造事業が2039年に終了となりますが、FIT制度

見直し等による事業の継続、又は他の地元事業者が

小規模ながら事業を継続することを想定。

技術改善、補助金等を総合的に判断し、経済的に

見合わなかった再エネの取組みを推進。



PHVやEVを蓄電池として使うことも可能である

ことから、特に民間部門で、太陽光発電と合わせ

て導入を促進。

③「自動車燃料」

現 状

STEP1

2030年頃

①「極力、自動車に乗らない選択」の浸透に努め、

町全体の自動車燃料の低減を図る。
自転車利用促進や乗り合いタクシー利用拡大など

の取組みにより、必要以上の自動車利用を低減。

目指す姿 導入方針

23

②「プラグインハイブリッド自動車（PHV）や電気

自動車（EV）の導入」を促進。



自動車に乗らない取組みをさらに拡大し、自動

車利用を低減。

公共部門・民間部門ともに、さらなるPHVやEV

の導入を進めるとともに、燃料電池自動車など

の次世代自動車の導入を促進。

STEP2

2040年頃

①「極力、自動車に乗らない選択のさらなる浸透」

に努め、町全体の自動車燃料の低減を図る。

目指す姿 導入方針
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②「さらなるプラグインハイブリッド自動車

（PHV）や電気自動車（EV）の導入促進」に加え、

燃料電池自動車（FCV）など「次世代自動車の

導入促進」。



公共 2020

省エネルギー対策

小型風力発電

太陽光発電

中小水力発電

森林バイオマス

地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

太陽熱

自動車燃料

ソフト対策

2020

省エネルギー対策

風力発電

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2020

省エネルギー対策

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2040

2040

2025 2030 2035 2040

家庭 2025 2030 2035

事業者 2025 2030 2035

主要公共施設へ導入

PHVやEVの導入

ペレットの町外販売

主要公共施設へ導入

浄水場へ導入

CHPの導入（発電・熱利用）

面的拡大

公共施設へ導入

一の橋地区へ導入

一般家庭へ導入( ゚   ﾄ ﾄー ﾌ 等)

大規模太陽光発電の導入

CHPの導入（発電・熱利用）

木質ボイラーの導入木質ボイラーの導入

木質ボイラーの導入

パリ協定の中期目標送配電部門の法的分離

木質ボイラーの更新時期

（以後順次発生）

公共施設へ導入

北海道バイオマスエネルギーまたは

地元事業者の事業継続

民間事業者の排熱利用

民間事業者の排熱利用

一般家庭へ導入 一般家庭へ導入

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、省エネ家電の購入など さらなる省エネ化

企業や研究機関と協力した調査・実証実験や技術の習得

勉強会や意見交換会などの町民への普及啓発

環境教育などの人材育成

自転車利用、乗合タクシー利用拡大の普及・推進

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車等の利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車や乗合タクシーなどの積極的利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入

（3）ロードマップ
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●省エネルギー対策を着実に
進めることを、

●短期的（2030年まで）には

太陽光発電、中小水力発電、
森林バイオマス、地中熱ヒー
トポンプの導入を進めることを、

●中長期的（2040年まで）には

小型風力発電、森林バイオマ
ス、太陽熱などの導入を進める
ことを、

目標とします。

自動車燃料について

【公 共】

● 短期的（2030年まで）には

PHVやEVの導入を、

●中長期的（2040年まで）には

EVなどに加え、次世代自動車
の導入を、

目標とします。

●加えて、自転車利用や乗り合い
タクシー利用拡大など必要以上の
自動車利用を減らして行きます。

【公共】【事業者】【家庭】



公共 2020

省エネルギー対策

小型風力発電

太陽光発電

中小水力発電

森林バイオマス

地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

太陽熱

自動車燃料

ソフト対策

2020

省エネルギー対策

風力発電

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2020

省エネルギー対策

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2040

2040

2025 2030 2035 2040

家庭 2025 2030 2035

事業者 2025 2030 2035

主要公共施設へ導入

PHVやEVの導入

ペレットの町外販売

主要公共施設へ導入

浄水場へ導入

CHPの導入（発電・熱利用）

面的拡大

公共施設へ導入

一の橋地区へ導入

一般家庭へ導入( ゚   ﾄ ﾄー ﾌ 等)

大規模太陽光発電の導入

CHPの導入（発電・熱利用）

木質ボイラーの導入木質ボイラーの導入

木質ボイラーの導入

パリ協定の中期目標送配電部門の法的分離

木質ボイラーの更新時期

（以後順次発生）

公共施設へ導入

北海道バイオマスエネルギーまたは

地元事業者の事業継続

民間事業者の排熱利用

民間事業者の排熱利用

一般家庭へ導入 一般家庭へ導入

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、省エネ家電の購入など さらなる省エネ化

企業や研究機関と協力した調査・実証実験や技術の習得

勉強会や意見交換会などの町民への普及啓発

環境教育などの人材育成

自転車利用、乗合タクシー利用拡大の普及・推進

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車等の利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車や乗合タクシーなどの積極的利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入

公共 2020

省エネルギー対策

小型風力発電

太陽光発電

中小水力発電

森林バイオマス

地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

太陽熱

自動車燃料

ソフト対策

2020

省エネルギー対策

風力発電

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2020

省エネルギー対策

太陽光発電

森林バイオマス

自動車燃料

2040

2040

2025 2030 2035 2040

家庭 2025 2030 2035

事業者 2025 2030 2035

主要公共施設へ導入

PHVやEVの導入

ペレットの町外販売

主要公共施設へ導入

浄水場へ導入

CHPの導入（発電・熱利用）

面的拡大

公共施設へ導入

一の橋地区へ導入

一般家庭へ導入( ゚   ﾄ ﾄー ﾌ 等)

大規模太陽光発電の導入

CHPの導入（発電・熱利用）

木質ボイラーの導入木質ボイラーの導入

木質ボイラーの導入

パリ協定の中期目標送配電部門の法的分離

木質ボイラーの更新時期

（以後順次発生）

公共施設へ導入

北海道バイオマスエネルギーまたは

地元事業者の事業継続

民間事業者の排熱利用

民間事業者の排熱利用

一般家庭へ導入 一般家庭へ導入

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、LED化など さらなる省エネ化

断熱改修、省エネ家電の購入など さらなる省エネ化

企業や研究機関と協力した調査・実証実験や技術の習得

勉強会や意見交換会などの町民への普及啓発

環境教育などの人材育成

自転車利用、乗合タクシー利用拡大の普及・推進

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車等の利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入

PHVやEVの導入

自転車や乗合タクシーなどの積極的利用・拡大

EV等や次世代自動車の導入
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●省エネルギー対策を着実に進める

ことを、

●短期的（2030年まで）には

風力発電、森林バイオマスの

導入を進めることを、

●中長期的（2040年まで）には

太陽光発電、森林バイオマス

など更なる導入が進むよう、

町とも協力しながら取組みを進める

ことを、

目標とします。

●省エネルギー対策を着実に進める

ことを、

●太陽光発電、森林バイオマス

（ペレットストーブ等）の導入

を町とも協力しながら進めることを、

目標とします。

【事業者】

【家 庭】


